
124  Ⅴ  課税標準等

５　　個　　人　　事　　業　　税　（平成18年度）

(1) 業　　　　種　　　　別

所　　　　　　　得　　　　　　　金　　　　　　　額

業 種 課 税 人 員 所 得 金 額 事 業 主 控 除 額 差引課税所得金額
① ② ①－②

人 千円 千円 千円

総 計    186 796  1 614 320 807   521 395 891  1 092 924 916

第 一 種 事 業    145 697  1 175 340 627   402 785 709   772 554 918

物 品 販 売 業    14 589   79 231 724   38 077 290   41 154 434

不 動 産 貸 付 業    75 183   806 904 056   215 143 487   591 760 569

製 造 業    5 792   30 465 721   15 117 120   15 348 601

運 送 ・ 運 送 取 扱 業    10 752   45 746 094   28 039 398   17 706 696

駐 車 場 業    3 788   22 561 712   10 300 100   12 261 612

請 負 業    22 749   115 519 158   59 374 089   56 145 069

印 刷 ・ 出 版 業     615   3 175 083   1 574 460   1 600 623

料 理 店 ・ 飲 食 店 業    7 705   37 708 628   22 337 150   15 371 478

周 旋 業     654   4 520 788   1 894 703   2 626 085

代 理 業    1 019   7 135 663   2 954 081   4 181 582

遊 技 場 業     175   2 253 935    456 507   1 797 428

そ の 他 の 事 業    2 676   20 118 065   7 517 324   12 600 741

第 二 種 事 業     12   4 411 707    17 647   4 394 060

畜 産 業     9   4 367 589    13 235   4 354 354

水 産 業     3    44 118    4 412    39 706

第 三 種 事 業    41 087   434 568 473   118 592 535   315 975 938

医 業 等    4 625   40 237 862   13 392 871   26 844 991

法 務 業 等    20 444   303 390 993   58 965 396   244 425 597

環 境 衛 生 業    4 322   21 036 020   12 492 816   8 543 204

そ の 他 の 事 業    10 636   64 698 556   30 815 423   33 883 133

助 産 師 業 等    1 060   5 205 042   2 926 029   2 279 013

（備考）1　「所得金額」とは事業主控除前の年所得金額をいう。

        2  「所得金額」、「課税人員」は、過年度相当分及び分割支店分を含まない。

　　　　3  旧非課税事業の経過措置に基づく控除額を含む。

　　　　4  第三種事業における「医業等」とは医業、歯科医業、薬剤師業、「法務業等」とは弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公

　　　　　認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、不動産鑑定業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、「環境衛生業」とは理容業、美容業、クリーニン

　　　　　グ業、公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、「助産師業等」とは助産師業、あん摩等の事業、装蹄師業を各々さす。


